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アスリート学生支援についての一考察

長 倉　富 貴

Ⅰ．はじめに

オリンピック選手や国内トップレベルのアス
リートの高学歴が際立つのは今日に始まったこ
とではない。2012 年のロンドンオリンピック
では派遣された日本選手 293 人（男子 137 人、
女子 156 人）のうち、大卒および現役の大学生
選手は 7 割近くの 199 人であった。その前の北
京大会では 339 人のうち、大卒は 153 人、大学
院卒は 23 人、大学院生は 6 人であった（束原
2013）。2020 年の東京開催も控え、大学が今後
どういった姿勢でアスリートを学生として大学
に受け入れ、彼らを学業面、キャリア面で支援
していくのか、その課題と方法論を議論する事
は重要であると考える。

トップアスリートとして入学した学生の抱え
る問題は少なくない。勉強時間の確保、大会、
試合による講義の欠席、一般学生との関係性、
公務員対策講座や教職などの必修でないカリキ
ュラムは受けにくいこと、就職活動やその準備
に割く時間の不足、など数多くの問題を抱えて
いる。また概して競技生活終了後のキャリアに
ついて考える時間や機会を得られていない。こ
れらの問題は学生の努力だけで解決できるもの
ではない。北米の大学には強化部のマーケティ
ングや運営を統括するアスレティックデパート
メントの他にアスリート学生の学修支援やキャ
リア形成などを支援する専門部署がおかれてい
る場合が多い。しかし日本の大学にはまだアス
リート学生のための専門部署をおいているとこ
ろは少ないⅰ。

大学がアスリートを「学生」として迎え入れ
るのならば大学として必要な支援体制を整えて
いく必要があるのではないだろうか。競技力が
評価されて入学し、入学後も競技を続ける学生
達にとって大学はどのような場所なのだろう
か。単なる、恵まれた競技施設と指導者、練習
仲間がいて競技に専念できる場所だけになって
はいないだろうか。社会で活躍するための学修
の場となっているのだろうか。本論では学生ア
スリートの取り巻く環境、大学の現状、あるべ
きアスリート学生支援について考察していきた
い。また海外や国内の先進事例についても概観
する。

Ⅱ．�カレッジスポーツの役割の変化�
―今日のアスリート学生を取り巻く
環境―

1．企業スポーツの変容とアスリートの大学進学

1960 年代の高度成長期以降、紡績・紡維業
などを中心に企業が次々とスポーツチームを所
有し、日本のスポーツを支えてきたのは「実業
団」と呼ばれる企業チームであった。しかし
1990 年代のバブル経済崩壊以降の厳しい経済
状況の中、企業チームの休・廃部が相次いだ。
歴史も実績もある有力なチームでさえ突然廃部
が決定され、約 300 部ほどのチームが休・廃部
に追い込まれた。企業チームはアスリートにと
っては競技生活の基盤であり、競技を引退した
後も社員としての身分が保証されていた。しか
しながら、企業チームの減少により、企業チー
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ムに所属できるアスリートは限られてきている
のみならず、終身雇用でない契約形態も増加し、
オリンピックに出場するようなトップアスリー
トであっても引退後の生活が保証されていると
はいいがたい状況となっている。こうした社会
状況から、従来、進路として企業を選択したア
スリートが大学進学を考えるのは自然の流れで
あるといえよう。

2．教育活動としてのクラブ活動

「アスリート」が所属する大学のクラブ（チ
ーム）が大学教育とどう関連づけられているか
見ていきたい。大学における「クラブ」は従来、
教育活動として位置づけられてはいなかった。
正課の教育カリキュラムとは一線を画した「課
外活動」とされ、運営については学生の自治に
まかされていた。しかし、近年、この「課外活
動」が「正課外活動」として認識される傾向に
ある。

1999 年に旧文部省に設置された廣中平祐山
口大学長（当時）を座長とする「大学における
学生生活の充実に関する調査研究会」によって
公表された報告書ⅱにおいて「教員中心の大学」
から「学生中心の大学」へ視点を転換するとと
もに「正課外教育の意義を捉え直し、そのあり
方について積極的に見直す」必要性が指摘され
ている。また、日本私立大学連盟（2007）は従
来の「課外活動」は「正課外教育」として認識
し、正課教育の補完ではなく同等の教育的意義
があることを強調している。学生自治によるク
ラブ活動と大学が予算化して運営している強化
部としての活動は位置づけが違う部分もある
が、クラブ活動の教育的効果が認められ、「課
外教育」として位置づけるのであれば、少なく
とも大学は正課教育との関連付けや正課外教育
として教育効果をあげていくような取り組みを
していかなければならないといえる。松岡

（2006）は、大学スポーツの教育的位置づけや

アマチュアリズムに関する指針を各大学、競技
団体、あるいはしかるべき組織が明確にすべき
であると指摘している。

3．国の施策に位置づけられるカレッジスポーツ

また、わが国におけるカレッジスポーツその
ものの位置づけも変化してきている。

2010 年 8 月に文部科学省が発表した「スポ
ーツ立国戦略」では、重点戦略 2 の「世界で競
い合うトップアスリートの育成・強化」と戦略
3 の「スポーツ界の連携・協働による『好循環』
の創出」における主な施策として「大学を活用
した分散型強化・研究活動拠点ネットワークの
構築」が明記されているⅲ。また、2011 年に交
付された「スポーツ基本法」においても第 28
条「企業、大学等によるスポーツへの支援」に
は以下のように書かれているⅳ。このように、
国の施策としても法の条文としても大学が国際
競技力向上のための役割を担うものであること
が示されている。

国は、スポーツの普及又は競技水準の向上
を図る上で企業のスポーツチーム等が果た
す役割の重要性に鑑み、企業、大学等によ
るスポーツへの支援に必要な施策を講ずる
ものとする。

スポーツ基本法　第 28 条

4．大学経営戦略としての大学スポーツ

近年、大学の経営戦略として大学スポーツが
利用されている例も多い。少子化を背景とした
入学者人口の減少に伴い、大学の経営戦略とし
てスポーツ推薦や AO 入試などの枠を広げ競
技力の高い学生を受け入れる大学が増えている。

全国大学体育連合が 2014 年に実施した調査
（「大学・短大における課外スポーツ活動支援に
関する調査結果報告書」）によれば、スポーツ
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推薦制度を実施している大学は 123 校、短大で
は 33 校であった。さらに、強化指定クラブが「有
る」と回答した大学は 122 校、短大は 30 校で
あったⅴ。また、大学がブランド化戦略の手段
としてスポーツ強化に力をいれ予算をつけた 
り、指導者を雇用するケースも増えてきてい
るⅵ。興味深いのはクラブ指導者の身分（表 1）
と雇用契約（表 2）についての調査結果だ。従
来は学生の自治に基づく運動部は課外活動とし
て、指導者も OB 会組織が中心に主に部員から
の部費や OB 会からの寄付によって雇い入れて
いるケースが多かった。しかし、この調査結果
によると、体育系カリキュラムを持つ大学にお
いて、クラブの指導者を直接雇用している大学
は 65 校（71％）もあり、「大学は関与していな
い」と答えた大学はわずか 6％であったⅶ。束
原（2013）は、大学は施設や指導体制が整って
いることに加え、現役選手を終えた後ブランク
なく指導者としてのキャリアをスタートさせる
ことができるため、技術や戦略などのノウハウ
を活かしやすく、学生選手養成の場としてだけ

ではなく、大学卒選手の勤務先としてもきわめ
て大きな役割を果たしており、大学が学生アス
リートが競技引退後に大学に残って指導者にな
るなど、アスリートの就職先としても機能して
いると考えられると指摘している。

Ⅲ．�学生の本分は学業かスポーツか

1．�「学生アスリート」なのか「アスリート学生」

なのか

高い競技力を持ち大学に在籍しながら競技活
動をする学生を大学はどう支援していくべきか
ということが本論のテーマであるが、まず学生
でありアスリートでもある彼らの呼称について
確認しておきたい。

カレッジスポーツの歴史が長い北米の事例を
見てみると、student-athlete という表記に統一
されている。わが国の先行研究や一般の記事な
どを概観すると「体育会系運動学生」「運動部
学生」「大学アスリート」「カレッジアスリート」

「大学生アスリート」ⅷ「学生アスリート」「ア
スリート学生」などと研究者によって呼び名は
統一されていない。「運動部学生」、「体育会系
運動学生」と呼ぶ場合、学生会や学友会などと
よばれる学生自治組織の下で運営されている課
外活動に所属する学生らが含まれる場合が多
く、こうした課外活動でも強豪チームがないわ
けでもないがトップアスリートという意味合い
が薄れる。本論ではスポーツ推薦等で入学し高
い競技力をもち、大学に在籍しながら国際大会
や国内トップレベルで競技を続ける学生らを議
論の対象とするので「運動部学生」「体育会系
運動学生」という表記は本論では適切でないと
考えた。「大学アスリート」、「カレッジアスリ
ート」という表記はアスリートの所属先を強調
するものであるので、「学生アスリート」や「大
学生アスリート」のほうがよりアスリートの特
性を表していると考える。北米のカレッジスポ

図表 1　クラブ指導者の身分について（複数回答）

専任教員 68％

専任事務職員 60％

専任指導者 50％

非常勤指導者 56％

大学は関与していない  6％

その他 18％

全国大学体育連合調べ（2015）

図表 2　�クラブ指導者との雇用契約について（複
数回答）

大学としてすべての指導者と結んでいる 14％

大学として一部の指導者と結んでいる 71％

クラブが結んでいる場合がある 24％

その他 10％

全国大学体育連合調べ（2015）
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ーツの統括する NCAA（The National Colle-
giate Athletic Association：全米大学体育協会）
が student-athlete と表記していることにも関
連していると考えられるが、最近の先行研究で
は「学生アスリート」「大学生アスリート」と
いう表記がよくみられるⅸ。ここで問題になる
のが、彼らはアスリートがメインなのか、学生
がメインなのかという問題である。NCAA は
カレッジスポーツはあくまでアマチュアスポー
ツであるという前提で、選手はプロ選手でなく
アマチュアの「学生」であるという前提を崩さ
ず、student-athlete という表記も「学生」とい
う立場が第一義的な意味合いである。しかし英
語の語順のまま「学生アスリート」という日本
語にした場合、日本語では「アスリート」が本
分であるという意味にとれないだろうか。高校
生アスリート、社会人アスリート、女性アスリ
ートというように最初に置かれる単語「高校生」

「社会人」「女性」「学生」はアスリートの属性
を表す意味合いでしかない。要するに、「学生
アスリート」という呼び方はスポーツ界でいう
どんな種別のアスリートなのかを示し、「アス
リート学生」という呼び方は大学教育の中で、
どんな種別の学生なのか、ということになるの
ではないか。大学の世界で言うならば、中国人
留学生、一般学生、大学院生、女子学生といっ
た種別の 1 つとしてアスリート学生がある、と
いうことである。日本語文法の解釈に間違いが
あれば指摘いただきたいが、本論は大学生とし
て入学してきたアスリートに対してどのような
支援をするべきかというテーマでの議論である
ので、ここでは先行研究ではあまり見られない

「アスリート学生」という表記をあえて使うこ
とにしたい。北米の事例の場合は“student-ath-
lete”のままの表記にしておく。この部分の議
論に関して違う観点があれば後の研究で指摘し
ていただきたい。

2．北米での議論

実際に、北米でも student-athlete の本分は
学生なのか、アスリートなのかという議論は
度々起こっている。New York Times の記事
で以下のような記述がある。

The term “student-athletes” implies that all 
enrolled students who play college sports are 
engaged in secondary （“extra-curricular”） ac-
tivities that enhance their education. “Student 
-athletes must, therefore, be students first.” 
The New York Times（2012）
「学生」という前提の定義にかかわらず、今

日の“studeut-athletes”はスポーツを職業と
する大学の雇用者ではないかと指摘している。
また Saffici（2012）は以下のように指摘してい
る。

　“The term “student-athlete” basically 
means that they are students first, and then 
athletes. We have reached a point here it 
can be argued that they are instead more 
athlete-students.”
　“Intercollegiate Athletics vs. Academics: 
The Student-Athlete or the Athlete-
Student” Christopher Saff ici ,  Robert 
Pellegrino, ‘The Sport Journal’, Nov 19, 
2012、United State Sport Academy.

＊下線部分は筆者による

Saffici は、今日のカレッジスポーツの状況と
student-athlete のおかれる環境を考えた場合、
student-athlete というより athlete-student と
呼ぶほうがふさわしいと指摘している。彼らは
大学に大きな利益を生み出すビジネスの要素と
してスポーツに専念しなくてはならない環境に
あり、実際には学業の成果より競技成績により
卒業後プロスポーツチームなどに就職してい
る。しかし、依然として student-athlete とし
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て「本分は学業である」というのは現状とかな
り乖離しているのではないかと指摘している。

北米におけるカレッジスポーツはプロスポー
ツと肩を並べるほどスポーツビジネスの市場が
広がっており巨大なお金が動く世界である。そ
の「商品」としても位置づけられる学生が本当
にアマチュア選手で学業が本分であるのかとい
う議論が起こるのは自然の流れであろう。米国
のカレッジスポーツを統括する NCAA の基本
方針と取り組みについては後述する。

3．日本での議論

大学で競技活動をする学生がアマチュアなの
かプロなのかという議論を含む北米の事情とは
社会的背景が違うが、日本でも学業とスポーツ
の両立の問題については多くの議論がされてい
る。明治時代に旧制中学などに配置された外国
人教師により紹介された競技を中心に運動部が
組織され学校対抗で競技大会を開催されるよう
になった時期から学校の名誉にかけて運動部活
動に力を入れるあまり、学業に支障をきたすと
いう「学業とスポーツ」の両立問題が見られ始
めたと考えられる。中村（2009）は 1900 年に
発行された第一高等学校校友会の校友会雑誌に
以下のような記述があることを紹介している。

抑も運動の体育に資するは更にもいはず、頭
脳をクリヤーにする等に於て較著の力あるは
炳乎云ふの要なく、従て学途者に必須なる亦
論亡し、而れども学途者の運動に於けるは力
士の相撲に於ける関係にあらず、力士一生の
職や即ち相撲に在り、学途者一生の職や深遠
高大、到底回向院にあらずして他山に在り、
他山に在るか故に運動を軽視すべしといふに
非るも、煎ずるに運動の従にして主にあらざ
るは理の睹易き所

中村（2009）＊下線は筆者による

ここに大学で競技をする学生にとって大事な
要点が書かれている。学校で教育を受けている
者は「将来職業としてスポーツをしているわけ
ではないのだから」、まずは主として学問、そ
して従として運動であるべきだということだ。
実際にこの時代の旧制中学出身者は卒業後、超
エリートとして国家や国をリードする大企業を
支える人材となっているⅹ。

アスリート学生が卒業後、スポーツを職とす
るのか、大学で競技生活に終止符をうち、卒業
後は一社会人として選手ではない形で仕事をし
ていくのかという点は、「学生」と「アスリート」
の主と従の関係に大きく関わってきているとい
える。先に示したように国が大学に国際的競技
力の向上のためのトップアスリート養成機関と
いう役割を期待するのであればスポーツが主で
学業が従でもよいのではないかという考え方も
出てくるのではないだろうか。しかし、現状で
はあくまで大学は高等教育機関として学位を授
与し学修するところであり、競技はクラブ活動
として教育的効果は認められ課外教育として認
識されるとしても、やはり学生の本分は学修に
あるという前提はかわらない。こうした状況を
鑑みた時、長倉（2011）が指摘するように、大
学がアスリートを「学生」として受け入れるの
ならば、大学はアスリート学生のためにスポー
ツをする環境を整えるだけでなく、学生が安心
して学業に取り組めるような支援体制を整える
必要がある。

Ⅳ．�大学のアスリート学生支援の現況と
組織の取り組み

1．日本の大学のアスリート学生支援の現状

前項で述べたように今日アスリート学生を積
極的に受け入れる大学はアスリート学生に対し
て学修環境を整える責務があるといえる。大学
も支援の必要を感じてはいるが、支援の体制や
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プログラムは未整備で場当たり的な対策しかと
られていないのが現状である。

朝日新聞と全国大学体育連合が共同で実施し
た調査によれば 70.7％（65 校）の大学が「運
動部学生」に対して「特別な学業支援の必要性
を感じる」と答えている。具体的な支援内容と
実施率は以下（図表3）のように報告されている。

学修支援以外の取り組みとしては、「クラブ
生を対象とした就職活動セミナー」「アスリー
トによる講演会」「体育会学生向け就職ガイダ
ンス」「体育会学生対象研修プログラム」「スポ
ーツキャリア講座の開設」「学生生活に関する
面談」などがあげられている。

2．北米の大学におけるアスリート学生支援

海外の事例については NCAA の取り組みや
規律などについて紹介する文献はいくらかある
が具体的なアスリート学生への支援の内容、支
援の枠組みについて調査している研究は少な
い。その中でも長倉（2011）は北米のアスリー
ト学生支援について現地でのヒアリング、視察
調査を元に、北米の大学のアスリート支援体制
や支援内容、アスリート対象としたアドバイザ
ーの全国組織の取り組みなどを紹介している。
北米の大学にはアスレティックデパートメント
とは独立した組織として Academic Services 
for Student-Athlete などと呼ばれる専門部署が

設置され、以下のようなアスリート学生支援プ
ログラムがある。

「Academic Counseling」（履修計画や履修ア
ドバイス）

「Carrer Development」（専攻、就職相談）
「Eligibility and Compliance」（適性、コンプ
ライアンス）

「First-Year-Enricmment」（初年度教育）
「Leaning Support」（スタディスキルやテク
ニック）

「Mentor Program」（スタディケアやカウン
セリング）

「Sport Psychology」（スポーツ心理カウンセ
リングサービス）

「Study Enhancement」（補習授業）
「Tutor Program」（チューターサービス）
「Achievement」（成績優秀者の表彰）

長倉（2011）より

また、伊東（2015）は NCAA とその付属機
関 で あ る NACDA（National Association of 
Collegiate Directors of Athletics）や N4A（Na-
tional Association of Academic Advisors） な
どの 11 の参加協会が参加する 2015 NACDA 
Convention を視察し、そこで扱われたテーマ
について紹介している。
「マネジメント」「予算管理」「マーケティング」

「メディア・広報」「ライセンス」などの 12 の
カテゴリーの中に 1 つである「Student Ath-
lete」のテーマの分科会では「学業」「キャリア」

「学生生活」「支援プログラム」「心理」「保険」
「健康」などの分野で、発表が行われていたと
報告している。

各大学はこうした NCAA や N4A などの連
盟主催のカンファレンスやイベント等も活用
し、常に他大学と情報交換をしながら現状に即
したアスリート学生支援を行っている。

図表 3　�クラブに所属する運動部学生に特化した
学修支援について（複数回答）

運動部学生向けの授業開設 14％

運動部学生向けのクラス編成 19％

運動部学生向けの補修教育  8％

運動部学生向けの個別学修支援 13％

練習時間に配慮した時間割編成 19％

その他 18％

ない 29％

朝日新聞・全国大学体育連合調べ（2015）
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図表4　2015�NACDA�Convention�Popular�Topics

カテゴリー サブカテゴリー 発表数

Student Athlete Academic 21

Career development  7

Campus life success  1

Support Program  2

Mental Issue  2

Insurance  3

Health Issue  2

伊東（2015）の発表スライドを一部抜粋

3．競技団体の取り組み

各競技団体によるアスリート学生の学修支援
取り組みについては柔道連盟が 2013 年 6 月に
授業の単位取得状況によっては大会の出場資格
を停止する規則を定めた。また、学生ゴルフ連
盟においても同様の規定があるⅺ。しかし、競
技団体が学業成績によって競技活動に制限を与
える取り組みは最近のものであり、まだ未整備
なところが多い。大学体育連合（2015）はおそ
らく初めて競技団体に対して学修支援の取り組
みについて調査を行ったのではないだろうか。
図表 5 のような結果が示されているxii。公式戦
の平日開催の障害は「競技場の確保」が 49％、

「リーグ戦の方式や試合数などの大会方式を変
えなければいけない」が 27％、「全国大会を含
め、集中開催型の試合の場合は難しい」24％な
どが挙げられてる。学修に関しては検討してす
すめているという連盟は 42 機関中 6 つのみで
あった。

4．アスリート学生と大学を統括する組織

アスリート学生が学業と競技活動を両立さ
せ、また自身のキャリアのための準備を学生時
代からすすめるためには、各大学や競技団体の
個々の努力だけではどうにもならない部分もあ
る。全国的な統括組織が必要である。北米や韓

国の例を見ながらアスリート学生の支援につい
て考察したい。

〈北米における NCAA〉
1905 年に問題が続出するカレッジスポーツ

の現状を問題視した当時のセオドア・ルーズベ
ルト大統領が主要な 10 の大学の総長を集め大
学スポーツの改革を要請したことが NCAA の
前 身 組 織 で あ る Intercollegiate Athletic 
Association of the United States（合衆国大学
間 体 育 協 会 ） 設 立 の 経 緯 で あ る。 そ の 後
NCAA と名称変換し、北米のカレッジスポー
ツの統括組織として現在は 1280 校が加盟する
組織となっている。NCAA は以下のような理
念を掲げているが、学生はアマチュアであると
いう前提を打ち出す NCAA は、学業面での成
功は student-athlete にとって重要な要素と位
置づけている。

図表 5　競技団体へのアンケート

（各競技）組織主催の試合日（学期中）に
ついて
週末開催のみ  51％
平日及び週末開催 46％
不定期   5％

（各競技組織の）公式戦の平日開催を避け
る取り組み
行っている 73％
現在はないが、検討している 19％
現在もないし、検討もしていない 8％

（各競技組織における）学修に関して検討
する機関・委員会等について
ある 15％
現在はないが、検討している 17％
現在もないし、検討もしていない 68％

全国大学体育連合調べ（2015）



－ 26 －

アスリート学生支援についての一考察（長倉　富貴）

NCAA の基本理念
・The collegiate model of athletics in which 

students participate as an avocation, bal-
ancing their academic, social and athletics 
experiences.

・The highest levels of integrity and sports-
manship.

・The pursuit of excellence in both academ-
ics and athletics.

・The supporting role that intercollegiate ath-
letics plays in the higher education mission 
and in enhancing the sense of community 
and strengthening the identity of member 
institutions.

・An inclusive culture that fosters equitable 
participation for student-athletes and career 
opportunities for coaches and administra-
tors from diverse backgrounds.

・Respect for institutional autonomy and phil-
osophical differences.

・Presidential leadership of intercollegiate 
athletics at the campus, conference and na-
tional levels.
NCAA 公式 HP より
＊ 太字は筆者による。学修面に関する記述に

ついて太字にした。

NCAA は競技レベル別に 3 つのディビジョ
ンにわけ大会運営やマーケティングを行うと同
時に、各大学へ奨学金の支給も行っている。ま
た、授業への出席状況や成績、単位取得状況、
などに細かい規定を設け、本分である学業にお
いて基準を満たさない者には大会や練習への参
加機会を与えなかったり、奨学金の停止、廃止
などの対応をしている。また、学業不振者にペ
ナルティを与えるだけでなく、学修支援に成果
をあげている大学にアウォードを与えたり表彰
したりする取り組みも行っている。また競技別
の退学率、大学院進学率、GPA なども公表し
ている。各競技間の競争意識も刺激する効果も

図表 6　韓国の大学スポーツ総長協議会の取り組み

閔 允淑、「カレッジスポーツシンポジウム」（全国大学体育連合）2015 年 10 月 17 日　発表資料
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あると考えられる。

〈韓国における KUSF（韓国大学スポーツ総長
協議会）〉

韓国においてはオリンピック代表選手団の中
で大学生選手の占める割合が日本より高いこと
は知られているが、近年韓国大学スポーツは大
きな変革期を迎えている。韓国では 2012 年 1
月 26 日に学校体育振興法が制定された。ここ
では学校は学力基準に至らない学生選手への基
礎学力保証プログラムの提示の義務や必要に応
じて競技大会への出場の制限ができると定めて
いる。この学校体育振興法の整備に合わせて
2010 年 6 月にスポーツ系カリキュラムを持つ
学長による韓国大学スポーツ総長協議会が設立
された。2015 年 3 月現在、運動部を持つ大学
の 65％にあたる 84 校が加盟している。KUSF
では基盤事業として「学生選手の学修奨励事業」

「指導者の教育事業」「大学スポーツのブランド
強化事業及び広報活動」「調査・研究に関する
事業」「大学運動部評価及び支援事業」などを
実施している（閔 2015）。

〈日本における日本版 NCAA 組織立ち上げの
動き〉

日本においても友添（2006）、井上ら（2010）
などが日本版 NCAA の設立の必要性を主張し
ている。また、全国大学体育連合でも連合に加
盟する大学によびかけ総長会議を行おうという
動きがあるxiii。しかし、玉木（2000）など、大
学はスポーツをする場ではないという意見もあ
る。またスポーツ学生に限らず一般生について
も大学でしっかり学業が成されているのかとい
う問題もあり、日本における統括組織づくりに
は課題も多い。

Ⅴ．�日本の大学におけるアスリート学生
支援の先進事例

先行研究をもとにアスリート学生支援項目に
ついてリストアップし、筆者が所属する山梨学
院大学が行っている支援についてチェックを行
った。すると本学の行うアスリート学修支援は
かなりの項目を網羅していることがわかった

（図表 7 参照）。スポーツ系の学科、学部を持た
ない（保健体育の教員免許取得カリキュラムが
ない）大学で、おそらくこれほどの手厚い支援
をしている大学は他に例をみないと思われる。

図表 7　アスリート学生を対象とした支援内容

支援内容
YGU の

取組

アスリート学生向けの授業開設 ○

アスリート学生向けのクラス編成 ○

アスリート学生向けの補修教育 ○

アスリート学生向けの個別学修支援 ○

練習時間に配慮した時間割編成 ○

アスリート学生支援の専門組織 ○

アスリート学生向けのチューターサービス ○

アスリート向けの履修計画や履修アドバイ
ス

○

アスリート学生向け初年度教育 ○

アスリート学生向け成績優秀者の表彰 ○

アスリート学生向けのキャリア講座（自己
啓発）

○

アスリート学生向けの企業説明会 ○

生活相談（性、ドラッグ等含む） ○

スポーツボランティア支援 ○

スポーツ系資格取得支援 ○

スポーツ心理カウンセリング ×

コンプライアンス ×

スタディスキル ×

サテライト授業もしくはサテライト補修プ
ログラム

×
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アスリート学生支援についての一考察（長倉　富貴）

本論後半では先進事例として山梨学院大学のア
スリート支援の取り組みについて紹介したい。
アスリート学生への支援については前項で述べ
てきたように、各大学の正課カリキュラムやス
ポーツ推薦の状況等によりそれぞれの大学の事
情にあわせた支援体制を整備する必要がある。
そのため、山梨学院大学のアスリート支援の具
体的な内容を紹介する前に、本学の概要をまず
紹介したい。

1．山梨学院大学のスポーツ振興の歴史

山梨学院大学は戦後まもない 1946 年に設立

した。山梨学院大学のスポーツ振興に背景には
学長のカレッジスポーツ振興への熱い想いと強
いリーダーシップがあったことをまず明記して
おきたい。1970 年代にアメリカに留学しカレ
ッジマネジメントを専攻していた現学長の古屋
忠彦は米国のカレッジスポーツを盛り上がりを
肌で体験している。1977 年に「学生にたくま
しい人間としての基礎力を育み、学園に意欲と
活力を与え、地域にさわやかな元気を送る」と
いう理念を推進する拠点として山梨学院スポー
ツセンター（2006 年に山梨学院カレッジスポ
ーツセンターに改称）を設立し強化育成クラブ

図表 8　山梨学院大学強化クラブの設立年と主な実績

クラブ名
レスリング部（男子）

設立年
日本代表

選手
大学選手権等での優勝

備考
団体（回数） 個人（人）

スケート部（男子） 1977 86 17 38

ラグビー部（男子） 1978 4

陸上競技部（男子） 1685 27 18 ＊ 23 ＊箱根駅伝優勝 3 回

スケート部（女子） 1987 36 8 40

ホッケー部（女子） 1994 10 2

水泳部（女子） 1999 33 ＊ 38 ＊鈴木聡美：（オ）銀 1、銅 2

柔道部（男子） 2000 5

柔道部（女子） 2000 18 ＊ 4 10 ＊浅見八瑠奈：（世）優勝 1 回

ホッケー部（男子） 2001 17

水泳部（男子） 2001

硬式野球部 2003

テニス部（女子） 2006

バスケットボール部（女子） 2008 1 関東学生トーナメント優勝 1 回

ソフトボール部（女子） 2008 8 関東学生リーグ 1 部優勝 6 回

サッカー部（男子） 2009

バスケットボール部（男子） 2014

サッカー部（女子） 2014

空手道部（男子） 2014 16 ＊ 片田貴士：（世）優勝 1 回

空手道部（女子） 2014 1 3

ゴルフ部（男子・女子） 2015

（注）（オ）はオリンピック、（世）は世界選手権
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制度を発足した。レスリング部、スケート部の
2 つの競技を強化指定クラブに指定することか
ら始まり、その後ラグビー部、1985 年には陸
上競技部が加わった。陸上競技部は、テレビ放
送が始まったばかりの箱根駅伝で創部まもない
チームでありながら活躍を見せ存在感を示すよ
うになった。1986 年の学園創立 40 周年の際に
は、学園の運営方針として「カレッジスポーツ
振興」を掲げ、その後ホッケー部、水泳部、柔
道部なども強化指定クラブに加えられた。現在
は 14 競技 21 チームが強化指定となっている。

2．外部からの評価

山梨学院大学のアスリート支援の取り組みは
JOC や文部科学省からも以下に示すような評
価をうけている。単に競技力の向上のための支
援だけでなく、全学的に「カレッジスポーツの
振興」に取り組みスポーツ界に貢献したことが
評価されている。

・文部科学省「スポーツ功労団体表彰」を受章
　2010 年（初代）、2013 年（2 回目の受賞）

文部科学省が従来の「スポーツ功労者顕彰」
「国際競技大会優秀者等表彰」に加えて団体
部門を新設した 2010 年に、団体としては始
めて受章している。「大学をあげたスポーツ
振興への取り組み」「国際試合に適合した最
新のトレーニング設備環境」「国際大会での
金メダル獲得につながる外国強豪選手対策と
戦法・戦略面での研究」が評価されている。

・JOC「トップアスリートサポート賞」を受章
2004 年（初代）

JOC から「スポーツの文化価値を高める
ために、カレッジスポーツを振興。物資およ
び人材面において大学をあげてバックアップ
している」として評価されている。JOC が
章を設置して初年度の年に強豪校と呼ばれ実

績もある数ある体育系大学をおさえて受賞し
ている。

図表 9　本学のアスリート学生の特徴（進路）

対象
人数

公務員
一般
企業

その他

レスリング（男子） 16 3 8 5

スケート（男・女） 16 0 8 8

ラグビー（男子） 44 5 31 8

陸上競技（男子） 54 7 41 6

ホッケー（男・女） 37 4 26 7

柔道（男・女） 44 14 17 13

水泳（男・女） 23 2 17 4

硬式野球（男子） 36 2 29 5

テニス部（女子） 12 0 11 1

バスケットボール
（女子）

19 0 16 3

ソフトボール
（女子）

31 1 27 2

（データは H23、24 年度卒業生の合計）

図表 10　�本学のアスリート学生の特徴（卒業後の
競技続行の有無）

対象人数 競技続行
競技

非続行

レスリング（男子） 16 2 14

スケート（男・女） 16 3 31

ラグビー（男子） 44 9 34

陸上競技（男子） 54 9 45

ホッケー（男・女） 37 14 23

柔道（男・女） 44 22 22

水泳（男・女） 23 2 21

硬式野球（男子） 36 2 34

テニス部（女子） 12 2 8

ソフトボール（女子） 31 13 18

（データは H23、24 年度卒業生の合計）
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アスリート学生支援についての一考察（長倉　富貴）

3．本学のアスリート学生の特徴

前項で示したように本学では国内トップレベ
ルで競技するクラブに多くのトップアスリート
が集まってきている。本学のアスリート学生の
特徴として競技志向が強いこと、卒業後も競技
を続ける学生が多いこと、卒業後競技実績を活
かした就職をする学生が多いことなどがあげら
れる。アスリート支援を考えるとき、その大学
のアスリート学生が将来競技を活かした就職を
するのか、大学で競技生活に一区切りをつける
のかによって支援の内容が変わってくると考え
られるため、本学のアスリート学生の特徴を卒
業後の進路と卒業後に競技を続行しているかど
うかの 2 点から調べた。このデータは 2013 年

に強化指定クラブの監督・コーチに就職・キャ
リアセンターが管理する就職先のリストを提示
し確認して作成したものである。

4．アスリート学生を支援する学内組織

アスリート学生を支援する学内組織としては
カレッジスポーツセンターとカレッジ・アスリ
ート支援委員会が存在する。カレッジスポーツ
センターは理事長直轄の組織でカレッジスポー
ツに関連するあらゆる面に対応する統括組織と
している。カレッジスポーツセンターは各学部
に所属するクラブの指導者（教員）と推進員（指
導者でない教員等）、職員、契約コーチ、事務
員、研究員から構成され、施設、寮などの生活

図表 11　カレッジ・アスリート支援委員会が中心に開発したアスリート向け初年次教育用のテキスト

図表 12　カレッジスポーツセンターの学内の位置づけ
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図表 13　学内委員会組織図
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面、スポーツ系資格手続き、スポーツ奨学金、
表彰等、強化部やアスリート学生、カレッジス
ポーツに関する全ての業務を任っている。一方、
全学の委員会組織であるカレッジ・アスリート
支援委員会は各学部からの委員（教員）で構成
し、アスリート学生を対象とした授業運営やテ
キストの開発、課外学習支援プログラムなどで
アスリート学生に学習方法やテスト対策などを
アドバイスするピアサポート学生の教育や研修
など、主にアスリート学生の学修面での支援に
ついての役割を担っている。この委員会の委員
長はカレッジスポーツセンター長が務めてお
り、学修支援の部分においてもカレッジスポー
ツセンターの管轄内とも言える。

5．山梨学院大学のアスリート支援体制

先に紹介したカレッジスポーツセンターとカ
レッジ・アスリート支援委員会の 2 つの学内組
織を中心にアスリート支援体制は図表 15 のよ
うに描かれる。このように山梨学院大学では学
修支援だけでなく多方面からの支援を行ってい
るが本稿では主に学習支援とキャリア支援につ

いて見ていきたい。スポーツマネジメント研究
室を中心とした地域連携活動支援については長
倉（2014）に詳細が報告されている。

6．学修支援プログラム

現 在、S.S.A.（Study Support for Athlete）
としてアスリート学生を対象とした、課外補習、
テスト・レポート対策アドバイス、履修相談な
どを行っている。アスリート学生の学習のサポ
ートプログラムが設立された経緯は小西（2009）
が説明している。2003 年に当時の商学部（現：
現代ビジネス学部）で有志の教員によるアスリ
ート学生の学習支援の取り組みがスタートし、
2004 年には全学的な取り組みへと拡大した。
S.S.A. の目標（当時）は 3 つ掲げられている。
ここでいう目標は S.S.A. を管轄するカレッジ・
アスリート支援委員会の設置目的とも考えられ
る。

目標 1.　アスリート学生に学習面でのサポー
トをすること。
目標 2.　本学のアスリート学生、指導者、カ

図表 14　山梨学院大学のアスリート支援の図
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レッジスポーツセンターとそれ以外の教員組
織との間に存在する「溝」に架橋するという
こと。
目標 3.　カレッジアスリートを管轄するカレ
ッジスポーツセンターと学部教授会との中間
の組織として位置し、教育機関としてアスリ
ート教育に関する大学としてのビジョンの共
有と実現にむけて取り組むことの重要性を全
学に認識させること。

（小西（2006）から筆者が抜粋、要約）

S.S.A. ではアスリート支援プログラムを支え
るスチューデントアドバイザーを雇用し、課外
補習やテスト・レポート対策のピアサポートを
行っている。アドバイザーに対してはアスリー
ト学生に対し、質の高いサポートを提供するた
めに、またアドバイザー自身の成長のために研
修や勉強会などの機会を多く設けている。課外
補習（課外 S.S.A.）については年間 100 名以上
のアスリートが利用している（図表 17）。これ

らの運営には一部の熱心な教員や職員の努力の
上に成立っている部分が大きいが、学内組織の
カレッジスポーツセンター、カレッジ・アスリ
ート支援委員会は管轄組織として深く関わって
いる（図表 15 参照）。

7．アスリート学生向けキャリア支援

アスリート学生へのキャリア支援プログラム
はカレッジスポーツセンター主催のものと全学
の組織である就職・キャリアセンター主催のも
のがある。

〈カレッジスポーツセンターによるキャリア支
援〉

カレッジスポーツセンター主催の支援プログ
ラムとしては公務員講座、スポーツ講演会、
AED 講習会などがある。図表 9 にも示されて
いるように、本字では公務員志望のアスリート
学生が多い。全学プログラムの公務員講座が夕
方開催されているため、練習等で受講できない

図表 15　アスリートの学習支援の体制
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アスリート学生のためにスポーツセンターが独
自にアスリート学生向けの公務員講座を開講し
ている。スポーツ講演会では元オリンピック選

手や連盟の役員などを招聘しスポーツキャリア
や競技について学生向けの講演をし定期的に開
催している。

〈就職キャリアセンターによるキャリア支援〉
就職キャリアセンターによるキャリア支援は

以下のようなプログラムがある。
アスリート向けキャリア講座
・『自己探求』プログラム
・ラーニングバリュー社のチームビルディン

グ
・『自分彩発見セミナー』
・『アスリートの強み』〜潜在能力を引き出

図表 17　課外補習の利用者数

図表 16　アドバイザー勉強会の様子

アドバイザー研修の様子 課外補習時のアドバイザーとアスリート学生の様子
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そう
・アスリート向け就活対策講座
・アスリート向け企業説明会（学内）

各キャリア講座の受講生の満足度は高く、講
座受講の効果も認められる。2013 年に開講し
た「自己探求プログラム」講座の受講者アンケ

ートの結果によると、講座について満足したと
いう学生は「とても満足した」が 85.3％、『多
少満足した」が 14.7％と参加者全員が満足して
いる。また、講座後自分自身への新たな発見が
あったかという質問に「とてもあった」が 38.2
％、「多少はあった」が 61.8％とここでも全員
が発見があったと答えている。この講座は 9 時
間という長時間の講習で講座を受ける前は「長
すぎる」「何をするのか不安だ」「監督に言われ
てきた」「あまり乗り気でない」というマイナ
ス要素のコメントも多く見られたが、講座後は

「自分から積極的に行動を起こしていけそう」
「他人と積極的にコミュニケーションがとれる」
「人をもっと観察するようになった」「今まで消
極的だったので自身を持って物事に取り組みた
いと思った」「知らない人ともコミュニケーシ
ョンをとっていけそうな気がした」「今以上に
磨きをかける部分、不足している部分が明確に
なった」などプラス意見がほとんどであった。
講座を通して社会人基礎力が身につくかどうか
の質問に対してほとんどの受講生が「規律性」
以外の項目で受講後身につくと答えており、受
講後と受講後の社会人基礎力の各項目について

図表 19　キャリア講座の効果

図表18　キャリアプログラムのチラシ



－ 36 －

アスリート学生支援についての一考察（長倉　富貴）

図表 20　留学生の日本語補習の学習進度



経営情報学論集　第 22 号　2016.3

－ 37 －

の自己分析については大きな変化が見られた
（図表 19 参照）。

8．留学生アスリート向け支援

本学ではスポーツ推薦で入学した留学生向け
の支援も行っている。これはカレッジスポーツ
センターと日本語クラスの教員が協働で支援し
ている。正課カリキュラムの日本語の授業では
従来より、留学生の日本語能力の差が大きく、
受講生の人数も限られているのでレベル別のク
ラス編成も難しく 1 クラスの中で多様なレベル
の学生への対応が難しいという課題が指摘され
ていた。日本語の授業を担当する教員の提案で
スポーツ推薦で入学した留学生向けに課外での
日本語補習プログラムを 2013 年からスタート
さ せ た。 本 学 の 非 常 勤 講 師 で あ る 教 員 が
KUMON の教師でもあった経緯から KUMON
の導入が検討され、現在、強化部の留学生を対
象に実施されている。導入以来、個人の日本語
能力は顕著に向上しており、個々のレベルにあ
わせて学習ができている。ひらがなしかできな
かったケニアからの留学生は漢字を習得するよ
うになり、平易な会話しかできなかった韓国の
留学生は日本語でレポートを作成できるまでに
なった。また意図しなかった効果として、強化
部のクラブを超えた留学生間の交流を場ともな
り、日本語補習の場が留学生の息抜きの場とさ
えなっている。まだ試験的な取り組みであるの
で多くのデータはないが、図表 20 が個別学生
の学習進度の推移である。縦軸は KUMON の
日本語テキストの階級を示すが、それぞれの日
本語レベルにおいて全ての学生にとって効果が
出ていることがわかる。

Ⅵ．まとめ

本論ではアスリート学生の支援について、日
本の大学の取り組み、競技団体の取り組み、国

の施策、北米や韓国のカレッジスポーツの統括
組織などを紹介しながら、アスリート学生の支
援について考えてきた。また後半に先進的な取
り組みとして山梨学院大学のアスリート支援に
ついて主に学習支援、キャリア支援を中心に紹
介した。日本の大学におけるアスリート学生の
支援については今後まだまだ議論していく必要
があるが、ひとつのたたき台は示せたのではな
いかと考える。

日本にはまだカレッジスポーツを統括する組
織はなく、競技施設の確保の理由から平日開催
されている学生競技大会も多い。アスリート学
生は競技での成果を求められる一方で学生とし
ての義務と責任を求められるにもかかわらず、
学業と競技の両立は学生の努力だけにゆだねら
れているといっても過言ではない。トップアス
リートであればあるほど、代表合宿や海外遠征、
大会などで大学にいられない事情が増えてく
る。大学が入学前の競技力を評価し、トップア
スリートとして競技を続ける前提で「学生とし
て」大学に迎え入れるのならば、彼女彼らが学
修面でも安心して取り組めるような環境を大学
は整えていかなくてはならない。国が大学をス
ポーツ強化の拠点と位置づけているのだから、
今後大学はトップアスリートの養成機関として

「競技者として」受け入れる可能性も出てくる
かもしれない。各大学は経営戦略としてアスリ
ートを学生として受け入れるのか、「競技者」
としての活躍を期待して入学させるのか、その
基準は各大学で明確にする必要があるであろ
う。彼らが卒業後競技者も競技者として、ある
いは競技実績をベースに指導者や競技関連に仕
事につくのか、それとも大学で競技生活には終
止符をうち、卒業後は一般的な社会人としての
道を進むのかによって、アスリート学生への支
援の方法は違うことも認識する必要がある。後
者の学生には JOC や J リーグが行っているよ
うなセカンドキャリアプログラムのような支援
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も必要であろう。
最後に、日本の研究者がカレッジスポーツの

統括組織をつくろうという時にこぞって北米の
NCAA を見本にしようとしているが、その
NCAA は今年ある裁判に負けたことで今後大
きな方向転換をせまられているxiv。NCAA は
学生はアマチュアであると主張しつづけてきた
がこの裁判で学生はアマチュアではなく「職業
としてスポーツをしている」という認識が示さ
れた。判決によると奨学金は学生のスポーツ活
動に対する対価であり、学生は労働者としてみ
なされるという。北米のようにプロスポーツ化
していくのか、JOC などと連携して強化選手
養成機関として位置づけられていくのか、日本
におけるカレッジスポーツが今後どちらの方向
に進んでいくのかはわからないが、いずれにし
てもアスリート学生を取り巻く環境、カレッジ
スポーツを取り巻く環境が大きく変化する中
で、国や大学、競技団体それぞれが今までの常
識や基準にとらわれず日本社会の現状に即し
た、あるいは将来ビジョンを見据えたアスリー
ト支援を考えていく必要がある。

本論の最後に付記しておきたいが、ここに紹
介した山梨学院大学のアスリート支援の取り組
みは、山梨学院大学が強化部を指定してからの
過去 20 年間の取り組みである。これは体育系
カリキュラムを中心とした学科・学部を持たな
い大学が、学園の理念としてカレッジスポーツ
の振興をめざし、個性派私学を目指しスポーツ
クラブを強化する中で、必要なアスリート学生
への支援を進めてきたものである。非スポーツ
系大学の取り組みとしては先進的なものである
といえる。言い方を変えれば、トップアスリー
トが学生として入学するも、彼女彼らの競技生
活と大学での学びの関係性が薄いがためにより
手厚い支援体制を整備する必要があった。そし
て支援を受けたトップアスリート達は卒業後も
競技生活を続けたり、学生時代までの競技実績

や経験を活かしてよい就職先に就くことができ
た。しかし、H28 年 4 月に山梨学院大学はスポ
ーツ科学部を開設する。中学、高校の保健体育
の教員免許取得も可能になり、指導者として必
要な専門知識や技術等を大学の正課のカリキュ
ラムとして学べるようになる。今後山梨学院大
学におけるアスリート支援の組織や内容につい
ては来年度以降大きく方向転換することになる
であろう。

付記

今回本稿の執筆にあたっては「韓国大学スポ
ーツ総長協議会に関する資料提供に快諾いただ
いた閔 允淑氏に感謝したい。

また長年にわたり本学のアスリート学生支援
プログラムの開発と S.S.A. の運営に献身的にご
尽力されてこられた小西順人先生に敬意を表し
たい。
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ログラムの実践教育の取り組み』山梨学院大

学経営情報学論集、20、2014、PP.111―130

24. 長倉富貴『学部横断型副専攻（Cross Major 

Program）の導入とスポーツアドミニストレ

ーションプログラムの試み』山梨学院大学経

営情報学論集、21、2015、PP.83―92

25. 日本経済新聞『進む企業スポーツ新旧交代「知

名度＋α」に懸ける」2015 年 5 月 30 日　

26. 日本私立大学連盟『大学生が人間（ひと）と

して成長するために　―正課外教育の重要性

と再認識―』、2007

27. 松岡宏高『アメリカのカレッジスポーツの今』

（特集　変貌する大学スポーツ―大学スポーツ

の風景）、現代スポーツ評論、第 14 号、2006

28. 文部科学省「大学における学生生活の充実方
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アスリート学生支援についての一考察（長倉　富貴）

策について―学生の立場に立った大学づくり

を目指して―」2000 年 6 月　中央教育審議会

報告書

29. 文部科学省「中長期的な大学教育の在り方に

関する第一次報告」2009 年 6 月

注）
i 全国大学体育連合（2014）の調査では大学に

おいて公認のスポーツ系クラブ・サークルを

支援・助言する組織部署については、ほとん

どが学生部・学生課が担当しており、「スポー

ツ教育センター」「課外活動支援室」等、「ス

ポーツ」「体育」「課外活動」という言葉の入

った組織がある学校は大学で 15 校、短大で 1

校のみであった。

ii 『大学における学生生活の充実方策について―

学生の立場に立った大学づくりを目指して―』

2000 年 6 月発表

iii 日本私立大学連盟（2007）では「課外活動」
と「正課外教育」として大学教育における重

要性を強調している。

　　「スポーツ立国戦略の概要」、文部科学省 HP、

　　http://www.mext.go.jp/a-menu/sports/

rikkoku/-icsFiles/afieldfile/2010/09/16/ 

1297182_01.pdf

iv 「スポーツ基本法」http://www.mext.go.jp/a_

menu/sports/kihonhou/attach/1307658.htm

v 調査校 1118 校、有効回答数 569 校、うち大学

は 393 校、短大は 166 校

vi 全国大学体育連合（2015）によれば、クラブ

の支援策として大学が行っているものとして

「予算を教科指定クラブへ重点配分」が 71％、

専任スタッフ（指導者・職員等）を配置が 65

大学（74％）、「クラブ専用の体育施設」が 49％、

「学外指導者の手当支給」」が 60％などとなっ

ている。報告によれば、「クラブ指導者との雇

用契約について」、「大学として一部の指導者

と結んでいる」と答えた大学は 65 校（71％）、

「大学としてすべての指導者と結んでいる」と

答えた大学 13 大学（14％）であったと報告さ

れている。

vii 朝日新聞の調査（2015）では大規模大学と体

育系大学を対象としたアンケートを行い全国

調査し 92 大学から回答があった。

viii 津田忠雄他『大学教育とスポーツ競技を通じ

ての教育：大学生アスリートとライフスキル

教育プログラムの展開（〈特集〉競技スポーツ

と大学教育―学生課外スポーツの現状と課題

―）』、近畿大学健康スポーツ教育センター研

究紀要、2007 などがある。

ix 木内 敦詞ら（2012）『学生アスリートのライ

フスキルと学業・学習支援』、大学教育学会誌

34（2） 77―81 2012 年 12 月などがある。

x 中村（2009）によれば校友会雑誌に一高を卒

業した野球部員 66 名のうち、同窓会名簿にあ

る 53 名の経歴は（重複含む）、大学教授 10 名、

社長・取締役 16 名、衆議院・貴族院議員 4 名、

大臣 2 名、医師 5 名、官僚 12 名という記述が

あるという。

xi この中には関東学生ゴルフ連盟、全日本学生

柔道連盟などが含まれると考えられる。関東

学生ゴルフ連盟は規定に『1 年間の修得単位数

が 16 単位未満の者は出場資格を失う』と定め

ている。また、全日本学生柔道連盟は 2013 年

6 月の理事会で 2016 年度から主催大会の出場

条件として 1 年目で 20、2 年目で 40、3 年目

で 70 単位取得を条件として定めている。

xii 「運動部学生の修学に対する学生競技連盟の取

り組みに関する調査結果ダイジェスト」（全国

大学体育連合主催、カレッジスポーツシンポ

ジウム（2015 年 10 月 17 日）、配布資料より）

2015 年 3 月 1 日から 4 月 1 日の期間で国内 42

学生競技連盟に対し調査を実施している。

xiii 全国大学体育連合は第 1 回カレッジスポーツ

シンポジウム（2015 年 10 月 17 日開催）で加

盟大学の学長宛に「大学スポーツ推進宣言」
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への協力を申請する予定であることが報告さ

れた。

xiv 2015 年 8 月カリフォルニア州連邦地裁におい

て（NCAA の）「学生アマチュア規定は法律

違反」とする判決が下された。また 2014 年 3

月 26 日に全米労働関係委員会（NLRB）「練習

時間は通常の正社員の労働時間を超えている

ばかりか、選手が学業に割く時間をも超えて

いる」ことからも「奨学金を得ている学生選

手は、連邦法で労働者と認められる」と判断

を下している。




